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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、ガバナンスのルールをめぐって市民社会内部でどのような正統性争いが生
じているのかを解明することにある。この目的のもと特定非営利活動促進法（NPO法）の立法運動に着目し、中央／地
方の両面から実証的な検討を行った。分析の結果、NPO法制定期では中央で分野間の連携が形成されたこと、NPO法改正
期においては中央の立法運動が与野党に合わせた継続的なロビイングを実施することで正統性を高めたこと、地方から
中央への「集団丸ごと加入」や中央から地方への知識の伝播を通じて運動の中央－地方連携がなされたこと、他方でNP
O法の履行段階では中央－地方の間で利害の不一致も生じていたことなどが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：This study examines the dynamics over the rule of governance between civil 
society. For this purpose, this study focused on the Nonprofit Organization (NPO) Law reform movement in 
Japan, and conducted fieldwork in Tokyo and some local cities. Major findings are below; In legislation 
process of NPO Law from 1995 to 1998, coalition between NPOs in various activity areas was built in 
Tokyo. In the revision process of NPO Law from 1998 to 2011, the organization in Tokyo enhanced its 
legitimacy by constant lobbying to Diet members. Through this process, NPOs in Tokyo and local cities 
built coalition by “bloc recruitment” from local to Tokyo, and diffusion of technical knowledge from 
Tokyo to local. However, there was also a disagreement between Tokyo and local in the process of 
implementation of law.

研究分野： 社会学
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１．研究開始当初の背景 
国家の縮小や地方分権化を背景に、「ガバ

メントからガバナンスへ」が叫ばれるように
なって久しい。これまで日本では、NPO 等を
ガバナンスの担い手として期待する実践的
研究が蓄積される一方で、国家の新自由主義
的な要請への奉仕と捉える悲観論が知的な
影響力を持ってきた。だが現実としては、最
終的に権力をもって法を執行するのが政府
であるのと同時に、法のあり方に対して市民
社会の側からも介入がなされており、ルール
をめぐる両者のせめぎ合いが続いていると
捉えられる。その典型例が 1998 年制定の特
定非営利活動促進法（NPO 法）であり、法人
格や税制優遇によって国家が市民社会のあ
り方を規定しながらも、市民団体のロビイン
グのもと議員立法として法律が制定・改正さ
れた点に特徴がある。筆者の問題関心は、NPO
法を通して、国家と市民社会さらには市民社
会内部で、ガバナンスのルールをめぐってど
のような正統性争いが生じているのかを解
明することにある。 
この問題意識のもと、筆者は NPO 法制定か

ら 2011 年改正にいたる立法運動を研究して
きた。そこで明らかになったのは、自社さ政
権／民主党政権のもと、中央の運動団体「シ
ーズ＝市民活動を支える制度をつくる会」
（以下、シーズ）が党派間を繋ぎながらロビ
イングを展開したことだった。他方で、阪
神・淡路大震災と東日本大震災の被災地への
調査も行い、2 つの震災が NPO 法制定／改正
への促進的事件として働きながら、被災地の
NPO の意図は中央の政治過程に反映されてい
ないことも明らかになった。ここから示唆さ
れるのは、アメリカと類似したアドボカシー
団体の寡頭化の進行であり（Skocpol 2003）、
専門化した中央のNPOが中央政府とのパイプ
を強化したのと対照的に、地方の NPO がルー
ルをめぐる正統性争いから脱落してきた可
能性である。ただし、2011 年の NPO 法改正は
認証業務の地方移管や条例によるNPOの税制
優遇も含んでおり、今後は統治機構の地方分
権化と並行して、NPO の地方分権化が進んで
いくとも考えられる。 
以上をふまえ、本研究では NPO 法の立法運

動と国家の関係を超えて、NPO 内部の中央－
地方関係に着目した。 
 
２．研究の目的 
統治機構における中央政府－地方政府の

関係は政治学の古典的テーマとなってきた
が（村松 1988 など）、市民社会における中央
－地方関係を解明した研究は管見の限り見
当たらない。本研究では、中央において立法
運動を牽引してきた団体と、中央の立法運動
と個々のNPOの橋渡し役となってきた各地の
中間支援組織（NPO 支援センター）を対象に、
NPO 内部の中央－地方関係とその変容を明ら
かにすることを目指した。具体的には、村松
（1988）の議論に示唆を受けながら、1998～

2011 年の NPO 法改正過程を「垂直的統制の進
行」、2011 年の NPO 法改正以降を「水平的競
争への移行」として仮説的に位置づけ、東京
と地方のそれぞれにおいて研究を進めてい
った。 
NPO に関する議論は、経営学からは組織に

着目したもの、社会学からは社会的機能に着
目したものが主流を占めてきたが、その背後
にある力学は不問に付されてきた。政治学で
はNPO法の制定過程についてある程度の蓄積
はあるものの（小島 2003 など）、地方の NPO
の関与についての視点は皆無であった。本研
究では、中央－地方関係という視点から NPO
法制度を問い直すことで、これらの空白を埋
める点に特色がある。加えて、これまで日本
の社会運動論において、「対決の政治
（contentious politics）」の視点から NPO
をどのように位置付けるかは定まっておら
ず（曽良中ほか編 2004）、NPO 法が「＜政治
＞への回路を切断した」（仁平 2011）という
議論もある。それに対し、本研究は、政治と
のせめぎ合いのもとでガバナンスのルール
を自ら変えていく社会運動の担い手として
NPO を捉え直す点で独創的である。 
 
３．研究の方法 
先述の研究目的のもと、本研究は以下の 3

つの方法で進めていった。 
 

(1) 理論枠組みの検討 
政治学における中央－地方関係に関する

議論、社会運動論における運動間連携に関す
る議論、NPO 研究における中間支援組織に関
する議論などを検討し、本研究の枠組みの構
築を行った。 
 
(2) 東京調査 
NPO 法改正過程における中央の市民団体の

関与について調査を行い、NPO 間の「垂直的
統制の進行」について以下の 2つの視点から
検証を行った。 
 
①中央における分野間の組織間連携 
NPO 法制定・改正は基本的に中央でロビイ

ングが進められたが、そもそも NPO 法制定以
前の市民団体には、同じ中央において分野間
の障壁が存在していた。それがなぜ、NPO 法
制定に向けて連携できたのか。筆者はこれま
での研究で、シーズの調査を行ってきたが、
本研究ではNPO法制定に関わった福祉系団体
の関係者および芸術・文化系団体の関係者に
聞き取りを行った。それによって、NPO 法制
定過程で形成された中央での分野間連携が、
「垂直的統制」の背後にあることを検証した。 
 
②中央における立法運動のロビイング 
NPO 法制定・改正において、中央で継続的

なロビイングを実施してきたのが、シーズで
ある。本研究では、1998～2011 年の NPO 法改
正過程において、税制という国家の根幹をな



す政策に対して、シーズがどのようなロビイ
ング戦術を実施し、その結果としてどのよう
に正統性を獲得してきたのかを分析した。ま
た、現在進行している NPO 税制の見直しをめ
ぐる動きに関して、集会・勉強会に参加して
資料を収集した。 
 
(3) 地方調査 
1998 年の NPO 法制定以降、全国的に NPO 法

人が増加するなかで、中央で進められた立法
運動に対して、地方の NPO はどのように関与
していったのか。本研究では、NPO 間の「垂
直的統制の進行」とその後の「水平的競争へ
の移行」を検証すべく、地方の中間支援組織
を対象とする調査を行った。具体的には、北
海道・茨城県・兵庫県・広島県・福岡県の中
間支援組織（NPO 支援センター）と、中央・
地方を繋ぐ「NPO/NGO に関する税・法人制度
改革連絡会」（以下、連絡会）の事務局を担
った日本 NPO センターを対象に、関係者の聞
き取りと資料収集を行った。 
 
４．研究成果 
(1) 理論枠組みの検討 
研究成果として、Van Dyke & McCammon eds.

『Strategic Alliances』の書評論文を共著
で執筆し、社会運動の連携研究を包括的に整
理した。そこで明らかになったこととして、
社会運動の組織間連携は、以下のように類型
化できる。 

 

 
図 1 社会運動の連携概念の類型 

出典：雑誌論文③より作成 
 
そして、これらの研究において、社会運動

の連携を促す要因として指摘されてきたの
が、先行する社会的紐帯、イデオロギーの一
致、政治的機会と脅威、の 3点である。まず、
運動参加者もしくは運動組織が連携に先行
する社会的紐帯に埋め込まれていることは、
運動組織間での連携を導くとされる。次に、
イデオロギーとは、各運動組織が有する利害
関心、目標、アイデンティティといった文化
的な要素の総称であり、それが一致すること
によって、連携が起こるとされる。3点目に、
政治的機会・脅威とは、運動の外部環境とな
る政治状態を意味し、運動目標にとって好ま
しい機会、逆にそれを妨げうる脅威が存在す
ることにより、連携が導かれるとされる。そ

して、これらの 3要因が相互補完し合うこと
により、運動組織間の連携は形成されると考
えられる（雑誌論文③）。 
 
(2) 東京調査 
①中央における分野間の組織間連携 
NPO 法制定過程においては、まず、NPO 法

以前からの市民団体の連携経験が立法運動
の組織間連携に活用されており、米英の NPO
法制度という理念と、省庁連絡会議への反対
という理念が分野を越えて共有されていた。
ただし、議員立法として国会で議論が本格化
してからは、争点をめぐって分野間の連携に
障壁があり、それぞれが独自の運動を展開し
た。こうした争点に妥協ができるまで法案が
修正されるとともに、衆議院での法案通過と
いう政治的機会、そして参議院での法案通過
を前にした連立政権の解消という危機が存
在したときに、大きな連携が形成された。 
このように、NPO 法の制定過程そのものが

市民団体間の連携を拡大させる契機となっ
ており、その過程で、各分野が抱いている法
人制度への要求や「公益」「非営利」をめぐ
る理念の相互理解が図られていったといえ
る。ただし、各分野の連携が可能になったの
は、「3年以内に税制優遇を盛り込む」という
担保があったからであった。結果的に 2001
年に認定 NPO 法人制度が制定されるが、認定
基準のハードルが高く、その抜本改正の実現
は 2011 年まで待つこととなった。（学会発表
③） 
 

②中央における立法運動のロビイング 
2011 年の NPO 法改正・新寄付税制の政策過

程を分析した結果、法改正が実現したのは、
民主党政権への政権交代によって生じた党
税調－主計局連合の弱体化と「新しい公共」
連合によるアジェンダ設定を受けて政策志
向的学習が進められたこと、さらにねじれ国
会によって閣法で通せなくなった際に、「新
しい公共」連合・NPO 議員連盟・全国知事会
という 3つの唱道連合が、衆議院法制局やシ
ーズを政策ブローカーとしながら政策的志
向的学習を進めたことが明らかになった。ま
た、絶対値基準・仮認定制度・税額控除はオ
ープンな政策志向的学習で項目化するとと
もに、唱道連合間の調整の中で地方移管など
も加わり、一度に実現することになった。（雑
誌論文②） 
そして、この政策過程において実施された

立法運動のロビイング戦術は、アウトサイド
戦術とインサイド戦術に分けられる。アウト
サイド戦術としては、マスメディアへの働き
かけや署名活動を通じた「紛争拡大」と、国
会議員を巻き込んだ「シグナリング」があっ
た。インサイド戦術としては、政府への要望
書提出や政党のヒアリングへの参加があっ
た。これらの戦術が、一年間を通してスケジ
ュール化され、12 年間にわたって毎年繰り返
されていた。その間に、アウトサイド戦略の



頻度は下がっていったが、インサイド戦術は
粘り強く働きかけていた。政権交代を経て、
政治状況を大きく変化させ、運動の目標を達
成したのである。このように、与野党に合わ
せて要求内容を調整するシーズのロビイン
グ戦術と、継続的なロビイングによって議員
から付与された正統性が、「垂直的統制の進
行」の背後にあることが明らかになった。（学
会発表②、雑誌論文①） 
 
(3) 地方調査 
地方の中間支援組織（NPO 支援センター）

と連絡会の調査によって明らかになったの
は、以下の点である。 
まず、1998 年の NPO 法制定から 2011 年の

NPO 法改正において、シーズ、日本 NPO セン
ターと全国各地の NPO 支援センターが、連絡
会を介して、「フォーマル」かつ「短期」の
「共同キャンペーン」の連携を、毎年更新し
ながら続けていた。そして、2011 年の法改正
に至るまで、全国的な運動を担っていった。
これは、NPO 法制定期における分野間連携が、
争点をめぐって連携を強めたり弱めたりし
ながら、最終的に強く連携したこととは対照
的であった。 
そして、NPO 法の改正過程で連絡会が果た

した役割は、以下の 3点を挙げることができ
る。1 点目は全国的な世論の喚起や署名活動
であり、各地域の NPO を立法運動へと「集団
丸ごと加入（bloc recruitment）」（Oberschall 
1973）させた。2 点目が、アジェンダ・セッ
ティングの機能であり、各地の中間支援組織
（NPO 支援センター）が開催した集会には地
元選出の国会議員を招いて、要望の内容を直
接伝えていった。3 つ目が、進行している立
法運動の知識の伝播であり、東京のシーズ関
係者・NPO 関係者→地方の NPO 支援センター
関係者→地方の NPO 関係者という経路で、知
識が伝播されていった。 
こうした連携がなされた要因としては、

NPO 法制定以降の運動が、NPO 法人格を持っ
た団体を中心とした、NPO 法制度をめぐる運
動であったという点が挙げられる。NPO 法制
度は全国共通であり、NPO 優遇税制を求める
要望は、基本的に地域差が発生しにくい。そ
のため、1999 年に連絡会が結成された時点で、
運動の中央－地方連携は水路づけられてい
たのである。 
ただし、これは必ずしも、中央と地方の NPO

法人の間に、運動戦略をめぐって利害対立が
なかったことを意味しない。このことは、第
２章でも引用した、Andrews & Edwards（2004）
の図式を参照することで、明確に捉えること
ができる。すなわち、NPO 法制定・改正をめ
ぐる立法運動は、「(a)アジェンダ・セッティ
ング」と「(b)政策決定アリーナへのアクセ
ス」を経て、2011 年の方改正によって、「(c)
望ましい政策の達成」にまでは至った。だが、
「(d)政策的履行の監視」という点では、こ
の運動は必ずしも成功したとは言い切れな

い。NPO 法人の認証は所轄庁（都道府県、政
令指定都市）の業務であり、認定 NPO 法人制
度の認定も 2011 年改正によって所轄庁業務
となったが、行政レベルでの運用段階におい
て、多くの問題が生じているからである。 
このように、連絡会の運動が関与したのは

中央における法律の制定・改正までであり、
自治体の運用に関して、地方の NPO 支援セン
ターからの要望が反映することはなかった。
その中で、都道府県庁に対して強い立場を取
れる一部の NPO 支援センターは、自分たちで
問題を解決している。NPO 法改正過程とその
後においては、NPO 法の履行をめぐって、地
域ごとの政治条件やNPO支援センターの政治
的影響力の違いによって、異なる運用状況が
発生し、その争点を連絡会として一致して取
り組むことは難しかったことが明らかにな
った。これは、「水平的競争への移行」が部
分的に進行していることを示唆している。
（学会発表①） 
 
以上のように、本研究では、1998 年の NPO

法制定から 2011 年の NPO 法改正に至る NPO
間の中央－地方関係を分析し、「垂直的統制
の進行」とその背景、および部分的な「水平
的競争への移行」を明らかにした。 
今後の作業として、地方調査の知見を雑誌

論文として発表する等、本研究の成果の 4月
以降も引き続き取り組んでいきたい。 
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